
月 ４月～６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
期 － １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

納期限 －
７月
31日

８月
31日

９月
30日

11月
２日

11月
30日

12月
28日

２月
１日

３月
１日

３月
31日

１期別
あたりの
保険料額

令和７年中の所得で算定した年間保険料　÷　９

国 民 健 康 保 険 料 が 変 わ り ま す
　子ども・子育て支援金制度の創設により、令和８年度から国民健康保険料とあわせ
て子ども・子育て支援金を負担いただくことになります。

　全世代や企業が負担した支援金により、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、
こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
　支援金は、令和10年度までに段階的に金額が引き上げられ、児童手当の拡充や妊婦
のための支援給付など少子化対策に充てられます。

子ども・子育て支援金制度とは

　こどもや子育て世帯を社会全体で支えることを目的とした制度のため、子育て世帯
だけでなく、独身者や高齢者を含む全世代から子ども・子育て支援金を負担いただき
ます。
　支援金は、国保加入者だけでなく、健康保険組合や協会けんぽなどすべての医療保
険の加入者から負担いただきます。

子ども・子育て支援金を負担するのは

※1期別あたり約1.3月分の保険料になります。100円未満の端数は第１期にまとめます。
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年間保険料は、医療分・支援分・介護分・子ども分の合計額です。

　医療分・支援分・子ども分はすべての加入者、介護分は40歳以上65歳未満の加入
者にかかります。

少子化対策の費用に充てるもの子ども分

子ども分

介 護 分
支 援 分
医 療 分

医 療 分
医 療 分
医 療 分

介 護 分
子ども分

子ども分

支 援 分
支 援 分
支 援 分

　医療分と支援分は所得割・均等割
・平等割の合計額、介護分と子ども
分は所得割・均等割の合計額となり
ます。（子ども分の均等割は18歳以
上の人のみが負担します。）
　令和８年度は左表の太字・下線の
保険料率・賦課限度額（年間保険料
の上限額）が変更となりました。※均等割は１人あたりの金額、平等割は１世帯あたりの金額です。

※合計所得金額が2,400万円を超える人は、控除額が変わります。
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医療分 支援分 介護分 子ども分

所得割 7.4％ 3.1％ 2.5％ 0.27％

均等割 14,700円 7,200円 14,100円 1,600円

平等割 19,200円 9,000円

賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円



　40歳になる人は、その月（１日が誕生日の人はその前月）から介護２号被保険者とな
り、医療分・支援分・子ども分に加え、新たに介護分を納めることになります。

　国保加入者が、介護保険の適用除外施設に入所すると、入所期間中、入所者の介護
分の納付が不要となります。
　介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、お住いの地域の区役所区民
生活課（中央区は窓口サービス課）へ届け出てください。
　介護保険適用除外施設に該当するかは、入所施設にお問い合わせください。
　介護サービスについては、各区健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。
各区　健康福祉課　電話番号（直通）
北　区 025-387-1325 東　区 025-250-2320 中央区 025-223-7216 江南区 025-382-4383
秋葉区 0250-25-5679 南　区 025-372-6320 西　区 025-264-7330 西蒲区 0256-72-8362

　75歳になると、75歳の誕生日から国保を脱退して後期高齢者医療制度に加入するこ
とになります（国保の脱退の届け出は必要ありません）。
　４月１日以降に75歳になる人がいる世帯の保険料は、あらかじめ75歳になる前月分
までの期間で計算されています。
　一定の障がいのある65歳から74歳までの人も後期高齢者医療制度に加入できます（手続きが必要です）。
　後期高齢者医療の保険料は個人単位で納めていただきます。保険料の納付方法や口座振替の手続きについては、
　別途、ご案内します。

・市外から転入してきた場合も、届け出の翌月に通知書（納付書）が送付されますが、
　保険料の算定の基となる前年中の所得が不明なため、前住所地に問い合わせをし
　たり、転入してきた人に所得の確認ができる書類（収入申告書）の提出をお願いす
　る場合があります。所得が判明してから保険料を再計算するため、後に保険料が
　増額または減額される場合があります。



令和７年中の収入額 令和７年中の所得額※１ 賦課基準額※２
世帯主Aさん（42歳） 営業 4,500,000円 営業 3,300,000円 2,870,000円
妻Bさん（38歳） 給与 1,100,000円 給与 450,000円 20,000円
子Cさん（12歳） 0円 0円 0円
母Dさん（67歳） 年金 2,400,000円 年金 1,300,000円 870,000円

賦課標準所得金額 3,760,000円

医療分保険料 支援分保険料 介護分保険料
（40～64歳） 子ども分保険料

所得割分 3,760,000円×7.4％
＝278,240円

3,760,000円×3.1%
＝116,560円

2,870,000円×2.5%
＝71,750円

3,760,000円×0.27%
＝10,152円

均等割分 14,700円×4人
＝58,800円

7,200円×4人
＝28,800円

14,100円×1人
＝14,100円

1,600円×3人
＝4,800円

平等割分 19,200円 9,000円
合計 356,200円 154,300円 85,800円 14,900円

（保険料合計は100円未満切捨て） 年間保険料額 611,200円
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（届出が必要です）

令和6年3月31日～令和7年3月30日 令和8年3月まで

令和9年3月まで

令和10年 3月まで

令和7年3月31日～令和8年3月30日

令和8年3月31日～令和9年3月30日

た等の理由で国保に加入した人は、届出により、保険料の軽減が受けられます。

　子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を５割軽減します。
　低所得者に対する軽減措置（27ページ参照）の対象である場合は、軽減後の未就学児
の均等割をさらに５割軽減します。

　軽減期間中に職場の社会保険に加入する等して国保の資格を喪失した場合は、その日で軽減措置が終了します。

　雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと届出できませんので、紛失しないようにしてくだ
　さい。紛失の場合は、ハローワークへお問い合わせください。
　離職票や仮の雇用保険受給資格者証では届出できません。

　また、新たな雇用保険の受給資格が発生し、対象となる場合は再度届出が必要ですので、ご注意ください。

届出方法

課）保険料担当の窓口で国民健康保険料特例対象被保険者等に係る届出書を記入し、提
出してください（その際、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しを
いただきます）。



（申請が必要です）

（申請が必要です）

（届出が必要です）



原則として、毎月20日までの申込みで申込みの翌月末分から振替開始となり
ます。ただし、金融機関からの文書送達の状況により、申込みの翌々月末分
から開始となる場合があります。

　後期高齢者医療制度に加入した人の口座振替
・後期高齢者医療制度は国保とは別の制度です。国保の保険料の口座振替情報は引
　き継がれません。
・後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する人は、あらためて手続きが必要です。
・後期高齢者医療制度の資格確認書等送付時に、口座振替依頼書も同封されます。

③登録内容の確認



詳しい操作方法については、スマートフォン決済アプリのホームページをご確認ください。



　納付書で納付された場合は、 実際に保険料 
を負担された人が対象となります。世帯主で 
はなく、 同世帯の配偶者や親族などが負担さ
れた場合は、 その人が対象となります。
　ただし、 特別徴収（年金天引き）で納付され 
た場合は年金受給者本人のみ、 口座振替で納 
付された場合は口座名義人本人のみ、 スマホ 
決済で納付された場合は納付された人のみが 
対象となります。





　特別徴収（年金天引き）の世帯は、口座振替の申込みにより年金天引きが停止されま
す。（国民健康保険料に未納がある世帯は除く。）
　また、口座振替から年金天引きに変更したい場合は、毎年5月までに金融機関へ口座
振替廃止届を提出する必要があります。

※ただし、口座振替廃止届を提出しても、年金天引きにならない場合があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ⇒詳しくは 33ページをご覧ください。

納付


